


意 見 書  

平成 28年 4月 11日 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部 

電気通信技術システム課番号企画室 殿 

郵便番号 163-8003 

（ふりがな）  とうきょうとしんじゅくくにししんじゅくにちょうめ３ばん２ごう 

                     住 所  東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 

                                   （ふりがな）  けいでぃーでぃーあいかぶしきがいしゃ 

                     氏 名  ＫＤＤＩ株式会社 

                                   （ふりがな）  だいひょうとりしまりやくしゃちょう たなか たかし 

                         代表取締役社長    田中 孝司 

                    連絡先    

                          

 

 

 

「電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案（新旧対照表）」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。 

 

以上 

 

 

  

意見１ 



 

１ 
 
 

該当箇所 意見 

ただし、初めて申請を行う

事業者 の場合、電気通信役務

の提供に関する特別な需要

に基づく申請を行う事業者

の場合 等、この算出方法によ

ることが困難な場合は、この

限りでない。 

今回の電気通信番号指定基準の見直しは、Ｍ２Ｍや今後の

様々なサービス導入により発生する可能性がある特別な需要

に配慮されたものと理解しており、賛同します。 

（１） 需要の見込み＝（使

用している電気通信番号の

数＋需要の増加見込み）÷使

用率 

需要の増加見込み＝直近

３ヶ月間の加入者と契約し

ている番号の増加数÷３ヶ

月×１３ヶ月 

使用率＝０．８５ 

（２） 新たに必要な電気

通信番号の数＝（需要の見込

み－指定済み電気通信番号

の数×１０万）÷１０万 

注 電気通信番号の指定

は、当該指定を受けようとす

る電気通信事業者が現に指

定を受けている電気通信番

号のうち、７５％以上のもの

を使用している場合に限り

行うものとする。 

電気通信番号指定基準における今回の算出方法の見直し

は、携帯電話事業者における指定済番号の利用効率改善を図

る目的で行われるものと認識しています。 

今後、携帯電話の使われ方が変化し、番号不足のおそれが

生じる場合には、柔軟な番号指定に対応頂くことを希望致し

ます。 

 
   以上 

(別紙) 
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平成２８年４月１１日 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部 

電気通信技術システム課番号企画室 殿 

 

 

郵便番号    １００－６１５０ 

住    所    東京都
とうきょうと

千代田区
ち よ だ く

永田町
ながたちょう

二丁目
にちょうめ

１１番１号 

氏    名    株式
かぶしき

会社
がいしゃ

NTT ドコモ 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

  加藤
か と う

 薰
かおる

 

 

 

 

「電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案（新旧対照表）」に関し、 

別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本意見書に関する連絡先 
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受付番号：201604110000368093 

受信日付：2016/04/11 21:35:06 

 

案件番号：145208726 

案件名： 

電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に関する意見募集 

宛先府省名：総務省 

 

郵便番号：  

住所：  

氏名：  

連絡先電話番号：  

利用者メールアドレス：  

提出意見： 

以下、新旧対照表について意見を行う。 

 

＞電気通信役務の提供に関する特別な需要に基づく申請を行う事業者の場合 

の様な例外を設けるべきではないと考える。新規以外は一律に基準を適用するのが妥当と考える。 

行って問題となる事は無いであろう。例外を設ける価値が無く、算出を省く価値も無いので、参考とするた

めにやはりここで新規以外は値を算出させるべきである。 

 

＞「増加係数」の省略について 

これを行う意味が分からない。 

依然として出しておくのが望ましいと思われるのだが、総務省側で処理するので不要とするのだろうか。 

これを省く事情が分からないので何とも言えないが、まとめ資料として国民や諮問機関に示す際には依然と

して必要となるものであるので、あるに越した事は無いと考える。 

よって、「総務省側で算出する事にしたので」という理由以外によるこの削除は反対である。 

 

意見は以上である。 

意見３ 




